
該当団体数 25 25 25 25 24 0 19 9 6 22 22 16 4 3 8 8 9 20 8 5 0 0 0 4 4

京都府 京都市 教育委員会 総務部 調査課 075-222-3817 jd733-sakabe@edu.city.kyoto.jp
http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/soshiki/
29-1-2-0-0.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・各区役所・支所に就学援助制度の案内書類
等を配架
・就学届提出時に学校を通じて案内

制度案内に援助対象となる年間所得の目安額等を記
載。 ○

・小・中学校新入学生及び転入生全員に
各学校から制度案内を配布後，希望者に
申請書等を配布。
・他児童生徒については，学校だよりや
家庭訪問等でお知らせし，希望者に各学
校から申請書等を配布。

京都府 福知山市 教育委員会 学校教育課 0773-24-7062 gakkou@city.fukuchiyama.lg.jp
http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/kyoui
ku/gakkou/sien.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

本市子ども政策課において児童扶養手当証書の発行
をした就学児童生徒のいる御家庭に、窓口で制度説
明 ○

京都府 舞鶴市 教育振興部学校教育課 0773-66-1072 gakkyo@city.maizuru.lg.jp http://www.city.maizuru.kyoto.jp/ ○ ○ ○ ○ 学校だより等に記載するよう学校に依頼 ○

京都府 綾部市 綾部市教育委員会教育部学校教育課 0773-42-4323 gakokyoiku@city.ayabe.lg.jp http://www.kyoto-be.ne.jp/ayabe-be/cms/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

京都府 宇治市 学校教育課 0774-20-8757 gakkoukyouikuka@city.uji.kyoto.jp
http://www.city.uji.kyoto.jp/0000000277.ht
ml ○ ○ ○ 援助対象となる年間所得の目安額等を記載 ○ ○

京都府 宮津市
宮津市教育委員会事務局  学校教育課
学校教育係 0772-45-1641 gakkou@city.miyazu.kyoto.jp http://www.city.miyazu.kyoto.jp ○ ○ ○ ○

京都府 亀岡市 亀岡市教育委員会 学校教育課 0771-25-5053 gakkou-shidou@city.kameoka.lg.jp

http://www.city.kameoka.kyoto.jp/gakuji/k
urashi/kyoiku/kyoiku/shugakuenjo/sedo.ht
ml ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

就学時検診時に各学校から保護者へ就学援助
制度の書類を配布。

・援助対象となる年間所得の目安額等を記載。
・入学前支給の受付期間に新１年生が転入した場
合，制度の紹介をしている。 ○ ○

京都府 城陽市
京都府城陽市教育委員会 学校教育
課 0774-56-4004 gakko@city.joyo.lg.jp http://www.kyoto-be.ne.jp/joyou-be/cms/ ○ ○ ○ ○

京都府 向日市 向日市教育委員会 学校教育課 075-931-1111 gakko@city.muko.lg.jp http://www.city.muko.kyoto.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

京都府 長岡京市 教育委員会教育部学校教育課 075-955-9544
gakkoukyouiku@city.nagaokakyo.lg.j
p

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/00000068
24.html ○ ○ ○ ○ ○

京都府 八幡市 学校教育課 075-983-2088
gakkokyoiku@mb.city.yawata.kyoto.j
p http://www.city.yawata.kyoto.jp ○ ○ ○ ○ ○

学校教育課窓口に就学援助制度の案内板を設
置。 ○ ○ ○

京都府 京田辺市
京田辺市教育委員会 教育部 学校
教育課 0774-64-1392 gakko@city.kyotanabe.lg.jp http://www.kyotanabe.ed.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 入学説明会で、説明及び配布 ○ ○ ○

制度案内は、全児童生徒に配布するが、
申請書は、必要とする方のみに配布。

京都府 京丹後市
京丹後市教育委員会事務局 学校教
育課 0772-69-0620 gakkokyoiku@city.kyotango.lg.jp http://www.city.kyotango.lg.jp ○ ○ ○ ○

・平成30年度申請案内文書から、援助対象となる年
間所得の目安額を表にして記載した。
・学校納付金の滞納がある家庭や、経済的に不安定
だと思われる家庭については、学校長判断で学校か
ら就学援助の申請をするように促す場合がある。 ○

京都府 南丹市 教育委員会学校教育課 0771-68-0056 be-school@city.nantan.lg.jp
http://www.be.city.nantan.kyoto.jp/gakkou.
html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

京都府 木津川市 教育委員会 学校教育課 0774-75-1230 gakko@city.kizugawa.lg.jp
http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/7
,388,35,165,html ○ ○ ○ ○ 転入時に学校にて周知している。 ○ ○

ホームページより申請書がダウンロード
できる。

京都府 大山崎町 大山崎町教育委員会 学校教育課 075-956-2101 gakkokyoiku@town.oyamazaki.lg.jp http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/ ○ ○ ○ ○ 町のウェブサイトで制度をご案内している。 ○

京都府 久御山町 久御山町教育委員会 学校教育課 075-631-9974 gakkyo@town.kumiyama.lg.jp http://www.town.kumiyama.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

京都府 井手町 井手町教育委員会 学校教育課 0774-82-4333 gakkou-k@town.ide.lg.jp ○ ○ ○ 入学説明会等で保護者に配付

・毎年度、最初に行う家庭訪問の際に、制度の内容
を記した文書を保護者に配付している。
・また、その際に、教師から制度の内容を説明しても
らうことで、内容について理解をしてもらえるように
取り組んでいる。 ○

京都府 宇治田原町 教育委員会教育部学校教育課 0774-88-5850 gakko@town.ujitawara.lg.jp
http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/soshiki
/18-14-0-0-0_1.html ○ ○ ○ ○

京都府 精華町 教育部学校教育課 0774-95-1906 gakkyou@town.seika.lg.jp

http://www.town.seika.kyoto.jp/contents_d
etail.php?co=cat&frmId=7099&frmCd=8-5-
3-0-0 ○ ○ ○ ○ ○

・援助対象となる年間所得の目安額等を記載，
・転入者には必ず就学援助制度の書類を配布，
・離婚届提出者には必ず就学援助制度を説明してい
る。 ○ ○ ○

教育委員会で新小学１年生の全保護者に
申請書を配布。

京都府 京丹波町 教育委員会 0771-84-0028 edu20@town.kyotamba.lg.jp http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/ ○ ○ ○ ○

毎年、卒業する中学３年生以外の全小中学校の全児
童生徒に、案内パンフレット等を配布するよう各学
校へ依頼しています。 ○

京都府 伊根町 伊根町教育委員会 0772-32-0718 info@town.ine.lg.jp http://www.town.ine.kyoto.jp ○ ○ ○

・入学説明会開催時に、新入学児童の保護者
に対して制度の周知、資料を配付する。
・なお、進級時の配付資料を含め、教育委員
会事務局が作成している。 ○

京都府 与謝野町 与謝野町教育委員会 学校教育課 0772-43-9025 gakkokyoiku@town.yosano.lg.jp http://www.town-yosano.jｐ ○ ○ ○ ○ ○

京都府
相楽東部広域連
合

相楽東部広域連合教育委員会 学校
教育課 0774-78-4335 rengou-gakkou@rengou.jp http://www.rengou.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

京都府
与謝野町宮津市
中学校組合 与謝野町教育委員会 学校教育課 0772-43-9025 gakkokyoiku@town.yosano.lg.jp http://www.town-yosano.jｐ ○ ○ ○ ○ ○

①都道府県 ②市町村名

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ 平成３０年度就学援助制度の実施について

オ．制度
案内等は
行わず，
各学校で
希望者に
対して申
請書を配

布

カ．制度
案内等は
行わず，
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配布

キ．その
他（内容
を２．

（２）に
記入して
くださ
い。）

ク．保護
者向け説
明会を実
施するよ
う各学校
へ指導

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト
⑤その他
（SNSなど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

キ．教職
員向け説
明会を実
施

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるもの全てに○）

（２）ケの内容 （３）就学援助制度周知の工夫

（１）就学援助制度の申請書の配付方法（あてはまるもの全てに○）

（２）キの内容

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載

エ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

オ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

カ．各学
校に対し
て制度を
書面で周
知

ケ．その
他
→（２）

ア．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に各
学校から
申請書を

配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配

布

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしく
は保護者
に申請書
を配布



該当団体数 25

京都府 京都市

京都府 福知山市
京都府 舞鶴市

京都府 綾部市

京都府 宇治市

京都府 宮津市

京都府 亀岡市

京都府 城陽市

京都府 向日市

京都府 長岡京市

京都府 八幡市

京都府 京田辺市

京都府 京丹後市

京都府 南丹市

京都府 木津川市

京都府 大山崎町

京都府 久御山町

京都府 井手町

京都府 宇治田原町

京都府 精華町

京都府 京丹波町

京都府 伊根町
京都府 与謝野町

京都府
相楽東部広域連
合

京都府
与謝野町宮津市
中学校組合

①都道府県 ②市町村名

Ⅲ 就学
援助率

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

22 20 17 17 18 20 12 8 16 16 10 8 11 14 11 2 8 0 4 21 21 21 21 21 0 0 2 4 25 25

○ ○ ○
本市では，生活保護基準だけでなく，消費者物価指数やその他様々な状況を
総合的に勘案して独自の認定基準額を算定。 25%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 総所得（諸控除前） 30 4 241 25%未満 20%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 29 1 337 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 総所得（諸控除前） 29 4 291 25%未満 25%未満

○

生活保護基準を基に、以下の方法で算出。
（生活扶助＋教育扶助＋期末一時扶助）×1.5＋（住宅扶助＋母子加算＋障
害加算）×1.0 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 29 4 343 35%未満 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 29 4 310 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.4
特別支援教育就学奨励費の需要額
測定に用いる保護基準額 24 12 383 25%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 25 4 320 15%未満 15%未満

○ ○ 1.3 課税所得 25 2 350 10%未満 10%未満

○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要額
測定に用いる保護基準額 24 12 355

母子・父子・障がい・児童世帯については係数（倍率）が
1.5倍 30%未満 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 24 12 428 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 25 3 258 15%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5
特別支援教育就学奨励費の需要額
測定に用いる保護基準額 24 12 340 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2
特別支援教育就学奨励費の需要額
測定に用いる保護基準額 24 12 292 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 24 12 347

特に就学のために経済的援助が必要であると、関係機関または民生員等の助
言・所見・意見等に基づき教育長が認めた者（死亡・行方不明・失業・被
災・病気療養中等） 10%未満 15%未満

○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要額
測定に用いる保護基準額 24 12 347 35%未満 35%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.5
特別支援教育就学奨励費の需要額
測定に用いる保護基準額 24 12 244 15%未満 15%未満

○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要額
測定に用いる保護基準額 24 12 271 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2
特別支援教育就学奨励費の需要額
測定に用いる保護基準額 24 12 383 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 30 4 303 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 特別の教育的配慮が必要と認められるもの 10%未満 5%未満
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 総所得（諸控除前） 25 7 334 25%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 総所得（諸控除前） 25 7 334
宮津市在住世帯の目安額は３５１万円。（生活保護基準額
が異なるため） 30%未満 40%未満

Ⅱ 平成３０年度準要保護認定基準

（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５） テの内容
（１）平
成29年度

（２）平
成30年度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも

（１） 平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額

（年額）

係数
（倍率）

倍

目安額
（年額）

万円

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け



該当団体数 25

京都府 京都市

京都府 福知山市
京都府 舞鶴市

京都府 綾部市

京都府 宇治市

京都府 宮津市

京都府 亀岡市

京都府 城陽市

京都府 向日市

京都府 長岡京市

京都府 八幡市

京都府 京田辺市

京都府 京丹後市

京都府 南丹市

京都府 木津川市

京都府 大山崎町

京都府 久御山町

京都府 井手町

京都府 宇治田原町

京都府 精華町

京都府 京丹波町

京都府 伊根町
京都府 与謝野町

京都府
相楽東部広域連
合

京都府
与謝野町宮津市
中学校組合

①都道府県 ②市町村名

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

0 0 0 2 2 2 21 21 1 0 0 0 2 2 2 22 22 0 7 7 1 1 1 1 0 0 1 18 19 1 5 5 5 0 0 1 17

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 33365 ○ 21,490 19,958 平均支給額は29年度の実績額を記入。

○ 13,644 ○ 40,600 ○ 50000 ○ 24,500

・支給平均額は、30年度予算に基づき算出している。
・学用品費と通学用品費を合わせて1年生：11,412円、2～6年生：
13,644円支給している。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 27,000

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 23,606 支給平均額は29年度の実績額

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 0 ○ 18,323

・学用品費及び通学用品費は「学用品費・通学用品費」として分けず
に支給。支給額は一定額（1年11,420円、他学年13,650円）
・通学費は公共交通機関を使用して通学する者に定期券代の実費額（4
㎞以上）を支給。
・実費についてはH29年度の実績額より算出。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 26,215 修学旅行費は29年度実績

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 20,000 19,621

・通学費は、遠距離通学児童補助金から支給しているため、就学援助
費から支給せず。
・支給平均額は、平成29年度の実績額を基に記入。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 19,759
・修学旅行費の支給平均額は、29年度の実績額により記入。
・通学費は対象費目ではあるが、実績がない。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 19400 ○ 18,030 通学費は平成30年度予算計上額。

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 17,891 学用品費 １年生：11,420円 2年生から：13,650円

○ 15,220 ○ 40,600 ○ 19,911

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,000

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 26,800

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 4,736
・上限額及び定額のものは平成30年度支給単価
・実費は平成29年度実績支給平均額。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,000 支給平均額については、平成30年度予算単価を記入。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 18,123

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 21,490
・通学費は実績なし。
・修学旅行費は平成30年度執行見込額。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ ○ 30,414 町施策での援助…通学費

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 18,610 支給平均額は、平成30年度予算計上単価による

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 19,874 支給平均額は、平成29年度の実績額の平均。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ ○ 21,490 21,490

○ ○ 40,600 ○
平成27年度から教育費無償化事業を実施しており、学用品費及び修学
旅行費については就学援助費として支給していない。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 28,000

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 21,490 21,490

中学校組合のため、小学校なし

385,159 18

Ⅳ 平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

学用品費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）



該当団体数 25

京都府 京都市

京都府 福知山市
京都府 舞鶴市

京都府 綾部市

京都府 宇治市

京都府 宮津市

京都府 亀岡市

京都府 城陽市

京都府 向日市

京都府 長岡京市

京都府 八幡市

京都府 京田辺市

京都府 京丹後市

京都府 南丹市

京都府 木津川市

京都府 大山崎町

京都府 久御山町

京都府 井手町

京都府 宇治田原町

京都府 精華町

京都府 京丹波町

京都府 伊根町
京都府 与謝野町

京都府
相楽東部広域連
合

京都府
与謝野町宮津市
中学校組合

①都道府県 ②市町村名

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

0 0 0 2 2 2 22 22 1 0 0 0 2 3 2 23 23 0 7 7 1 1 1 1 0 0 1 19 20 1 5 5 5 0 0 1 16

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 81119 ○ 57000 53965

・平均支給額は29年度の実績額を記入。
・修学旅行の上限額は
 航空機利用：57,000円
 国外：60,000円
 その他：54,000円

○ 24,540 ○ 47,400 ○ 20000 ○ 69000

・支給平均額は、30年度予算に基づき算出している。
・学用品費と通学用品費を合わせて1年生：22,320円、2～3年生：
24,540円支給している。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65000

○ 24,550 . ○ 47,400 ○ 69144 支給平均額は29年度の実績額

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 7680 ○ 52355

・学用品費及び通学用品費は「学用品費・通学用品費」として分けずに
支給。支給額は一定額（1年22,320円、他学年24,550円）
・通学費は公共交通機関を使用して通学する者に定期券代の実費額（4
㎞以上）を支給。
・実費についてはH29年度の実績額より算出。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 69437 修学旅行費は30年度実績

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 44227 ○ 60000 59980

・通学費は、府立中学通学者のみ支給。（市立中学校については、遠
距離通学生徒補助金から支給しているため、就学援助費から支給せ
ず。）
・支給平均額は、平成29年度の実績額を基に記入。

○ 11,420 ○ 47,400 ○ 79410 43930 ○ 62789

・通学費は、29年度の実績により記入。
・修学旅行費の支給平均額は、30年度予算に計上した単価により記
入。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 83740 ○ 56347
・通学費は平成29年度実績額。
・修学旅行費は平成30年度予算計上額。

○ 13,650 ○ 47,400 ○ 58933 学用品費 １年生：22,320円 2年生から：24,550円

○ 26,820 ○ 47,400 ○ 49332

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 50000

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 70000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 16485
・上限額及び定額のものは平成30年度支給単価
・実費は平成29年度実績支給平均額。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 48000 支給平均額については、平成30年度予算単価を記入。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 57590
・通学費は実績なし。
・修学旅行費は平成30年度執行見込額。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ ○ 68807
・29年度実績…修学旅行費
・町施策での援助…通学費

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 59356 支給平均額は、平成30年度予算計上単価による

○ 22,300 ○ 47,400 ○ 67756 支給平均額は、平成29年度の実績額の平均。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ ○ 57590 57590

○ ○ 47,400 ○
平成27年度から教育費無償化事業を実施しており、学用品費及び修学
旅行費については就学援助費として支給していない。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65000

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 47400 47400

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 65000

1120331 19

学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

修学旅行費



該当団体数 25

京都府 京都市

京都府 福知山市
京都府 舞鶴市

京都府 綾部市

京都府 宇治市

京都府 宮津市

京都府 亀岡市

京都府 城陽市

京都府 向日市

京都府 長岡京市

京都府 八幡市

京都府 京田辺市

京都府 京丹後市

京都府 南丹市

京都府 木津川市

京都府 大山崎町

京都府 久御山町

京都府 井手町

京都府 宇治田原町

京都府 精華町

京都府 京丹波町

京都府 伊根町
京都府 与謝野町

京都府
相楽東部広域連
合

京都府
与謝野町宮津市
中学校組合

①都道府県 ②市町村名

Ⅵ 自由記述欄

1 3 3 2 3 2 15 1 4 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 4 0 3

〇 ○ ○

ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・標準服のリサイクル
カ．使用する学用品等の入札・合見積等の実施
・標準服変更時の相見積の実施。 ○

・本市における就学援助の認定事務は，申込のあった児童生徒が
在籍している小中学校で行っている。
・就学援助の認定に必要な情報（所得情報）について，マイナン
バーを利用した市内部での連携で情報を抽出・取得している。

○
○

○

○

○
（２）イの補足説明【市立中学校２校の内、１校が女子生徒の授
業用柔道着を貸し出ししている】

○ ○ ○ ○

 
・追加した保護者等に周知した配布文書について、お知らせのチ
ラシは、新小学１年生は就学時検診時に学校を通じて保護者へ配
布、新中学１年生は同時期に小学校６年生全員へ学校からチラシ
を配布していただいた。
・入学前支給の御案内は、Ａ３の両面刷・２つ折りにし、申込時
に使用した。

○ ○

○

〇

○
ウ．学用品等（中古品を含む）の無償給与
・制服のリサイクル等を学校ごとに実施している ○

イ．自治体内で学用品等の一括契約・購入
・教科テストの公費購入

○

○

○

○

○

○ ○
カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・学級費、給食費、修学旅行費などの補助

○ ○

○

○

○ ○

○
カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・平成27年度から教育費無償化事業を実施している

小学校・中学校ともに教育費無償化に該当する学用品費・修学旅
行費・給食費以外で支給費目にしている費目について、支給額又
は週限度額を決めているものの、H30は中学校には対象者がいな
い。

○

○
ク．その他
・手作り教材（ドリル等）の活用。 ○

カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
平成30年度から修学旅行費、学校給食費を無償化。

○

Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２）クの内容及び補足説明

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に
対する貴市町村の取組・対応について，これまでの回答へ
の補足

（１） 教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成


